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  （報道依頼別紙） 

市立旭川病院 

 

 

使用期限を超過したワクチンの接種について 

 

 この度，市立旭川病院におきまして，モデルナ社が定める使用期限を超過したワクチンを 

２３９名に接種する事案が発生しました。 

 現時点で健康被害に関する相談は寄せられておりませんが，本日より順次，接種者に連絡を行

い，健康状態を確認する予定です。 

 このような事態を招いたことを深く反省し，今後は同様の事案が発生しないようワクチンの適

正管理を徹底し，再発防止に努めてまいります。 

 

 

１ 事案の概要 

 令和４年９月１５日から９月２９日の間に接種した２３９名 

※ 使用期限の超過日数 ： 最短１日，最長１２日 

 

２ 経緯等 

  １０月６日（木）午前  旭川市保健所が従来型（４回目）のモデルナワクチンを回収（当

院予定分の終了に伴う回収） 

  １０月６日（木）午後  同保健所より回収したワクチンに使用期限を超過しているものが

含まれていたとの一報を受け，当院の使用状況等を確認し，事案

が判明 

 

３ 原因 

  ワクチン納品時，及び調剤・調製時において使用期限の確認が不十分であった。 

 

４ 当該患者さんへの対応 

  被接種者に連絡し，謝罪及び説明を行うとともに健康状態の聞き取りを行う。 

 

５ 再発防止策 

 ・納品時は，使用予定期間，及びワクチンの使用期限等を十分確認の上受領する。 

 ・ワクチンの調剤・調製時に使用期限の確認を徹底する。 

 ・調製時のマニュアルを更新し，その徹底を図る。 

 


